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７ 公営企業職員の状況 

(1) 工業用水道事業 

 ①職員給与費の状況 

 ア 決算 

区 分 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

令和２年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和３年度 
千円 

1,857,555 

千円 

34,316 

千円 

194,833 

％ 

10.5 

％ 

12.2 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費21,764千円を含みません。 

    

区 分 

職員数 

 

Ａ 

給 与 費 一人当たり 

給与費 

Ｂ/Ａ 

 
(参考)都道府県平均

一人当たり給与費 給  料 職員手当 
期末･勤勉手

当  

計 

  Ｂ 

令和３年度 
人 

27 

    千円 

98,821 

    千円 

30,616 

    千円 

39,184 

    千円 

168,621 

     千円 

6,245 
 

千円 

6,357 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

   ２ 職員数については、令和4年3月31日現在の人数です。 

   ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含みますが、会計年度

任用職員は含みません。    

            

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和4年4月1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

埼 玉 県      40.6 歳    345,387 円  522,197 円 

団 体 平 均      44.5 歳    347,296 円 528,656 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

 ③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

埼玉県 団体平均 

 １人当たり平均支給額（令和３年度） 

 1,411 千円 

 １人当たり平均支給額（令和３年度） 

 1,470 千円 

（令和３年度支給割合） 

 期末手当     勤勉手当 

 2.40月分     1.90月分 

（1.35月分）   （0.90月分） 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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 イ 退職手当（令和4年4月1日現在） 

埼玉県 団体平均 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年    19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年    28.0395月分   33.27075 月分 

勤続35年    39.7575月分   47.709   月分 

最高限度   47.709 月分   47.709   月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

                  （2 ％～45 ％加算） 

１人当たりの平均支給額 （自己都合）  （勧奨・定年） 

 （令和３年度決算）    0円      0千円 

  1人当たり平均支給額 6,628 千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

 ウ 地域手当（令和4年4月1日現在） 

支給実績（令和３年度決算） 8,438 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 301,360 円 

支給対象地域 支給率 支給対象人数 一般行政職の制度（支給率） 

埼玉県内 8.3 ％ 28 人 8.3 ％ 

 

 エ 特殊勤務手当（令和4年4月1日現在） 

 

 オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和３年度決算） 9,043 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 348 千円 

支給実績（令和２年度決算） 8,056 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 287 千円 

（注）１ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、それぞれ、4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員

等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。 

２ 休日勤務手当及び夜間勤務手当を含んでいます。 

支給総額（令和３年度決算） 2,894 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 170,224 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） 60.7 ％ 

手当の種類（手当数） 3 手当 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和３年度決算） 

左記職員に 

対する支給単価 

現場業務手当 浄水場に勤務する職員 給水に関する現場業務等 
千円 

2,613 

月額13,000円 

日額650円 

用地交渉等 

業務手当 
右の業務に従事する職員 

用地取得又は損失補償の交渉

業務 

千円 

0 
日額650円 

夜間業務手当 浄水場に勤務する職員 
正規の勤務時間の一部又は 

全部が深夜に行われる業務 

千円 

281 
勤務1回1,300円 
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 カ その他の手当（令和4年4月1日現在）                                              

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職 

の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(令和３年度決算) 

支給職員１人当たり

平均支給年額 

(令和３年度決算) 

扶養手当 
扶養親族のある職員に支給 

 →配偶者6,500円,子10,000円等 
同 

 千円

2,233 

円

248,119 

住居手当 
借家等居住者 

 →家賃に応じて月額最高28,000円 
同 

 千円 

2,828 

  円

314,222 

初任給調整 

手当 

大学卒業後一定期間内に採用された 

医師又は歯科医師の職員に支給 

 →308,600円(又は50,800円)以内 

同 

 
千円 

0 

円

0 

通勤手当 

①交通機関（電車等）利用者 

 →運賃等相当額 

（原則として６か月定期券価額） 

同  

千円

3,375 

  円

146,717 
②交通用具（自動車等）利用者 

 →距離に応じた額 
同  

単身赴任手当 
単身赴任の職員に支給 

 →30,000円＋加算額 
同 

 千円

0 

円

0 

特地勤務手当 
生活の著しく不便な山間地に勤務する職員

に支給 →支給率４～８％ 
同 

 千円

0 

円

0 

休日勤務手当 

祝日等において勤務を命ぜられた職員に支

給 

 →勤務１時間当たりの給与額×135/100 

同 

 
千円

1,318 

円

50,704 

宿日直手当 
宿直又は日直勤務をした場合に支給 

 →勤務１回につき、1,050円～31,500円 
同 

 千円

0 

円

0 

管理職員 

特別勤務手当 

管理職が祝日等に勤務した場合に支給 

 →勤務１回につき、2,000円～18,000円 
同 

 千円

0 

円

0 

夜間勤務手当 

午後10時から翌日の午前5時までの間（深

夜）に勤務した職員に支給 

 →勤務１時間当たりの給与額×25/100 

同 

 
千円

－ 

円

－ 

管理職手当 
管理、監督の地位にある職員に支給 

 →25,900～136,000円 
同 

 千円

1,812 

円

906,000 
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(2) 水道用水供給事業 

 ① 職員給与費の状況 

  ア 決算 

区 分 総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

(参考) 

令和２年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和３年度 
       千円

42,250,182 

千円

2,163,344 

千円

2,320,101 

％ 

5.5 

                ％

4.5 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費637,351千円を含みません。 

 

 

区 分 職員数 

 

     Ａ 

給与費 一人当たり 

給与費 

Ｂ/Ａ 

 (参考)都道府県平均

一人当たり 

給与費 

給 料 職員手当 期末･勤勉 

手当 

計 

  Ｂ 

令和３年度 
   人 

340 

    千円 

1.319,768 

    千円 

413,752 

    千円 

528,170 

    千円 

2,261,690 

       千円 

6,652 

 千円 

6,759 

（注） １ 職員手当には退職給与金を含みません。           

    ２ 職員数については、令和4年3月31日現在の人数です。 

    ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含みますが、会計年度

任用職員は含みません。  

 

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和4年4月1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

埼 玉 県 41.3 歳 355,798 円 548,193 円 

団 体 平 均 44.1 歳 357,391 円 563,334 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

 ③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

埼玉県 団体平均 

 １人当たり平均支給額（令和３年度） 

 1,528 千円 

 １人当たり平均支給額（令和３年度） 

 1,566 千円 

（令和３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.40月分     1.90 月分 

（1.35月分）   （0.90）月分 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

 

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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  イ 退職手当（令和4年4月1日現在） 

埼玉県 団体平均 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年    19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年    28.0395月分   33.27075 月分 

勤続35年    39.7575月分   47.709   月分 

最高限度   47.709 月分   47.709   月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

                  （2 ％～45 ％加算） 

１人当たりの平均支給額 （自己都合）    （勧奨・定年） 

 （令和３年度決算）   78千円     21,722千円 

 １人当たり平均支給額 14,687 千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

  ウ 地域手当（令和4年4月1日現在） 

支 給 実 績（令和３年度決算） 113,755 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 329,726 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

埼玉県内 8.3 ％ 345 人 8.3 ％ 

 

  エ 特殊勤務手当（令和4年4月1日現在） 

 

  オ 時間外勤務手当                                                                    

 支給実績（令和３年度決算） 113,977千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 362 千円 

 支給実績（令和２年度決算） 104,079千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 333 千円 

（注）１ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、それぞれ、4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員

等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。 

２ 休日勤務手当及び夜間勤務手当を含んでいます。 

 支給総額（令和３年度決算）               42,808 千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）                 177,627 円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度）                69.9 ％ 

 手当の種類（手当数） 3 手当 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

(令和３年度決算) 

左記職員に対する

支給単価 

現場業務手当 浄水場に勤務する職員 給水に関する現場業務等 
千円 

36,415 

月額13,000円 

日額650円 

用地交渉等 

業務手当 
右の業務に従事する職員 

用地取得又は損失補償の交渉

業務 

千円 

37 
日額650円 

夜間業務手当 浄水場に勤務する職員 
正規の勤務時間の一部又は 

全部が深夜に行われる業務 

千円 

6,356 
勤務1回1,300円 
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  カ その他の手当（令和4年4月1日現在）                                               

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職 

の制度と異 

なる内容 

支給実績 

(令和３年度決算) 

支給職員1人当たり平

均支給年額 

(令和３年度決算) 

扶養手当 
扶養親族のある職員に支給 

 →配偶者6,500円、子10,000円等 
同 

 千円 

33,926 

円 

238,918 

住居手当 
借家等居住者 

 →家賃に応じて月額最高28,000円 
同 

 千円 

28,416 

円 

346,535 

初任給調 

整手当 

大学卒業後一定期間内に採用された 

医師又は歯科医師の職員に支給 

 →308,600円(又は50,800円)以内 

同 

 
千円 

0 

円 

0 

通勤手当 

①交通機関（電車等）利用者 

 →運賃等相当額 

（原則として６か月定期券価額） 

同 

 

千円 

49,858 

円 

153,882 
②交通用具（自動車等）利用者 

 →距離に応じた額 
同 

 

単身赴任手当 
単身赴任の職員に支給 

 → 30,000円＋加算額 
同 

 千円 

0 

円 

0 

特地勤務手当 

生活の著しく不便な山間地に勤務する職

員に支給 

 →支給率４～８％ 

同 

 
千円 

0 

円 

0 

休日勤務手当 

祝日等において勤務を命ぜられた職員に

支給 

 →勤務1時間当たりの給与額×135/100 

同 

 
千円 

       23,615 

円 

74,967 

宿日直手当 
宿直又は日直勤務をした場合に支給 

 →勤務１回につき、1,050円～31,500円 
同 

 千円 

0 

円 

0 

管理職員 

特別勤務手当 

管理職が祝日等に勤務した場合に支給 

 →勤務１回につき、2,000円～18,000円 
同 

 千円 

47 

円 

15,667 

夜間勤務手当 

午後10時から翌日の午前5時までの間（深

夜）に勤務した職員に支給 

 →勤務1時間当たりの給与額×25/100 

同 

 
千円 

－ 

円 

－ 

管理職手当 
管理、監督の地位にある職員に支給 

 →月額25,900～136,000円 
同 

 千円 

30,127 

円 

1,004,240 
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(3) 地域整備事業 

 ① 職員給与費の状況 

 ア 決算 

区 分 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

令和２年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和３年度 
千円 

4,272,858 

千円 

104,681 

千円 

176,368 

％ 

4.1 

％ 

1.3 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費228,376千円を含みません。 

 

区 分 

職員数 

 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 

Ｂ/Ａ 

 
(参考)都道府県平均 

一人当たり給与費 給 料 職員手当 
期末･勤勉 

手当 

計 

Ｂ 

令和３年度 
   人 

51 

    千円 

195,862 

    千円 

59,091 

    千円 

80,467 

 千円 

335,420 

   千円 

6,577 

 観光施設事業：6,904千円 

 宅地造成事業：6,624千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。           

   ２ 職員数については、令和4年3月31日現在の人数です。 

   ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含みますが、会計年度

任用職員は含みません。   

  

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和4年4月1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

埼 玉 県      40.0 歳 353,197 円 539,404 円 

団 体 平 均 

観光施設事業      42.0 歳 367,511 円 575,341 円 

宅地造成事業      44.9 歳 362,986 円 552,766 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

埼玉県 団体平均 

 １人当たり平均支給額（令和３年度） 

 1,578 千円 

 １人当たり平均支給額（令和３年度） 

1,349 千円（観光施設事業） 

1,563 千円（宅地造成事業） 

（令和３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.40月分     1.90 月分 

（1.35月分）   （0.90）月分 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

 

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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  イ 退職手当（令和4年4月1日現在） 

埼玉県 団体平均 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年    19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年    28.0395月分   33.27075 月分 

勤続35年    39.7575月分   47.709   月分 

最高限度   47.709 月分   47.709   月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

                 （2 ％～45 ％加算） 

１人当たりの平均支給額 （自己都合）（勧奨・定年） 

 （令和３年度決算）    0円    0千円 

 1人当たり平均支給額 13,713千円（観光施設事業） 

 6,566千円（宅地造成事業） 

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

  ウ 地域手当（令和4年4月1日現在） 

支給実績（令和３年度決算）          17,148 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）                336,226 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

埼玉県内 8.3 ％ 51 人 8.3 ％ 

 

  エ 特殊勤務手当（令和４年4月1日現在） 

 

  

 支給総額（令和３年度決算） 1,261 千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 54,803  円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） 45.1 ％ 

 手当の種類（手当数） 3 手当 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和３年度決算） 

左記職員に対する

支給単価 

現場業務手当 浄水場に勤務する職員 給水に関する現場業務等 
千円 

1,261 

 月額13,000円 

 日額650円 

用地交渉等 

業務手当 
右の業務に従事する職員 

用地取得又は損失補償の交渉

業務 

千円 

0 
 日額650円 

夜間業務手当 浄水場に勤務する職員 
正規の勤務時間の一部又は全

部が深夜に行われる業務 

千円 

0 
 勤務1回1,300円 
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  オ 時間外勤務手当   

支給実績（令和３年度決算） 16,153 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 367 千円 

支給実績（令和２年度決算） 14,483 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 425 千円 

（注）１ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、それぞれ、4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員

等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。 

   ２ 休日勤務手当及び夜間勤務手当を含んでいます。  

 

  カ その他の手当（令和4年4月1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職 

の制度と異 

なる内容 

支給実績 

(令和３年度決算) 

支給職員1人当た

り平均支給年額

(令和３年度決算) 

扶養手当 
扶養親族のある職員に支給 

 →配偶者6,500円,子10,000円等 
同 

 千円 

5,122 

円 

341,439 

住居手当 
借家等居住者 

 →家賃に応じて月額最高28,000円 
同 

 千円 

4,574 

円 

351,838 

初任給 

調整手当 

大学卒業後一定期間内に採用された医師

又は歯科医師の職員に支給 

 →308,600円(又は50,800円)以内 

同 

 
千円 

0 

円 

0 

通勤手当 

①交通機関（電車等）利用者 

 →運賃等相当額 

（原則として６か月定期券価額） 

同 

 

千円 

6,527 

円 

141,887 
②交通用具（自動車等）利用者 

 →距離に応じた額 
同 

 

単身赴任手当 
単身赴任の職員に支給 

 → 30,000円＋加算額 
同 

 千円 

0 

円 

0 

特地勤務手当 

生活の著しく不便な山間地に勤務 

する職員に支給 

 →支給率４～８％ 

同 

 
千円 

0 

円 

0 

休日勤務手当 

祝日等において勤務を命ぜられた 

職員に支給  

 →勤務１時間当たりの給与額×135/100 

同 

 
千円 

     156 

円 

3,545 

宿日直手当 
宿直又は日直勤務をした場合に支給 

 →勤務１回につき、1,050円～31,500円 
同 

 千円 

0 

円 

0 

管理職員 

特別勤務手当 

管理職が祝日等に勤務した場合に支給 

 →勤務１回につき、2,000円～18,000円 
同 

 千円 

21 

円 

10,500 

夜間勤務手当 

午後10から翌日の午前5時までの間 

（深夜）に勤務した職員に支給 

 →勤務１時間当たりの給与額×25/100 

同 

 
千円 

－ 

円 

－ 

管理職手当 
管理、監督の地位にある職員に支給 

 →25,900～136,000円 
同 

 千円 

7,593 

円 

1,084,683 
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(4) 流域下水道事業 

 ① 職員給与費の状況 

  ア 決算 

区 分 総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

  (参考) 

令和２年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和３年度 
千円 

47,172,791 

千円 

2,173,719 

千円 

634,291 

％ 

1.3 

％ 

1.5 

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費496,991千円を含みません。 

     

区 分 

職員数 

 

     Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 

Ｂ/Ａ 

 
(参考)都道府県平均

一人当たり給与費 
給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

  Ｂ 

令和３年度 
   人 

129 

    千円 

501,216 

    千円 

137,221 

    千円 

201,916 

    千円 

840,352 

千円 

6,464 

 千円 

6,446 

（注） １ 職員手当には退職給与金を含みません。           

    ２ 職員数については、令和4年3月31日現在の人数です。 

    ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含みますが、会計年

度任用職員は含みません。   

      

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和4年4月1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

埼 玉 県 42.3 歳 369,054 円 629,243 円 

団 体 平 均 43.5 歳 359,396 円 537,156 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

③ 職員の手当の状況 

 ア 期末手当・勤勉手当 

埼玉県 団体平均 

 １人当たり平均支給額（令和３年度） 

 1,746 千円 

 １人当たり平均支給額（令和３年度） 

 1,341千円 

（令和３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.40月分     1.90 月分 

（1.35月分）   （0.90）月分 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

 

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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 イ 退職手当（令和4年4月1日現在） 

埼玉県 団体平均 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続20年    19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年    28.0395月分   33.27075 月分 

勤続35年    39.7575月分   47.709   月分 

最高限度   47.709 月分   47.709   月分 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

                  （2 ％～45 ％加算） 

１人当たりの平均支給額 （自己都合）（勧奨・定年） 

 （令和３年度決算）   0千円     0千円 

 1人当たり平均支給額 13,667 千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

 

 ウ 地域手当（令和4年4月1日現在） 

支 給 実 績（令和３年度決算） 44,209 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）  353,668 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

埼玉県内 8.3 ％ 125 人 8.3 ％ 

 

 エ 特殊勤務手当（令和4年4月1日現在） 

 

支給総額（令和３年度決算） 8 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 657 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） 11.3 ％ 

手当の種類（手当数） 5 手当 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（令和3年度決算） 

左記職員に対する支

給単価 

土木作業手当 下水道事務所に勤務する職員 
交通の頻繁な道路上での 

測量等 

千円 

2 
 日額340円 

下水道施設検査 

手当 
下水道事務所に勤務する職員 

下水道の管渠及びマン 

ホール内で行う調査等 

千円 

2 
 日額320円 

用地交渉等手当 下水道事務所に勤務する職員 用地取得等の交渉業務 
千円 

4 
 日額650円 

特殊現場作業 

手当 
下水道事務所に勤務する職員 

高所等特殊な場所での 

工事作業等 

千円 

0 
 日額370円 

災害応急作業等 

手当 
下水道事務所に勤務する職員 

重大な災害が発生した下

水道施設での応急作業等 

千円 

0 
 日額 610 円～730 円 
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 オ 時間外勤務手当   

 支給実績（令和３年度決算） 42,166 千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 458 千円 

 支給実績（令和２年度決算） 50,867 千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 541 千円 

（注）１ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、それぞれ、4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員

等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。 

２ 休日勤務手当を含んでいます。 

 

 カ その他の手当（令和4年4月1日現在）                                               

手 当 名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職の

制度と 

異なる内容 

支給実績 

(令和3年度決算) 

支給職員1人当たり

平均支給年額 

(令和3年度決算) 

扶養手当 
扶養親族のある職員に支給 

 →配偶者6,500円,子10,000円等 
同 

 千円 

11,478  

円 

225,052  

住居手当 
①借家等居住者  

 →家賃に応じ月額最高28,000円 
同 

 千円 

9,130 

円 

326,083  

初任給調整 

手当 

大学卒業後一定期間内に採用された 

医師又は歯科医師の職員に支給 

 →308,600円(又は50,800円)以内 

同 

 
千円 

0  

円 

0  

通勤手当 

①交通機関（電車等）利用者 

 →運賃等相当額 

（原則として６か月定期券価額） 

同 

 

千円 

15,860 

円 

153,985  
②交通用具（自動車等）利用者 

 →距離に応じた額 
同 

 

単身赴任手当 
単身赴任の職員に支給 

 →30,000円＋加算額 
同 

 千円 

0  

円 

0  

休日勤務手当 

祝日等において勤務を命ぜられた職員に

支給 

 →勤務１時間当たりの給与額×135/100 

同 

 
千円 

－ 

円 

－ 

管理職員 

特別勤務手当 

管理職が祝日等に勤務した場合に支給 

 →勤務１回につき、2,000～18,000円 
同 

 千円 

76  

円 

5,429  

管理職手当 
管理、監督の地位にある職員に支給 

 →57,800円～136,000円 
同 

 千円 

14,479  

円 

 1,034,229  

 

 

 


